






























サステナビリティへの取組み

 詳しくは、当⾏ホームページへ：https://www.himegin.co.jp/sustainability/policy/

Chapter 1  愛媛銀行の価値創造 Chapter 2  中長期的な成長戦略 Chapter 3  サステナビリティ経営 Chapter 4  データ編

■ ひめぎんのサステナビリティ

経営理念
社会貢献

本業

消費者志向

サステナビリティ⽅針

●ふるさとの発展に役⽴つ銀⾏
●たくましく発展する銀⾏
●働きがいのある銀⾏

CSR宣⾔

SDGs宣⾔

消費者志向⾃主宣⾔

CSR宣⾔

SDGs 宣⾔

消費者志向⾃主宣⾔

● より良いサービスの提供　お客さまのニーズにあった質の⾼い商品・サービスの提供を⾏っていきます。
● コンプライアンス　法令・ルール等を遵守し、公正・適正な企業活動を⾏っていきます。
● 社会貢献活動　環境保護、福祉、教育、⽂化、その他地域社会の貢献につながる活動を実践していきます。
● ⼈権尊重　⼈権を尊重し、働きがいのある職場作りに努め、地域社会に貢献する⼈材の教育・育成に努めていきます。

　国連が提唱する「持続可能な開発⽬標（SDGs）」に基づき、⾦融サービスやすべてのステークホルダーとの対話・連携を通
じて、地域の共通価値創造、社会的課題の解決を⽬指します。「ふるさと」とともに持続可能な社会の実現に努めていきます。
● 社会的インパクト創出を意識した融資
● ESG 要素を考慮した事業性融資
● 地域特性に応じた適切な知⾒の提供、必要な⽀援

　当行は、2020 年度に消費者志向自主宣言を策定・公表しました。

SDGs やパリ協定、TCFD が示すように、様々
な課題がある中、地域社会や企業が持続的に
成長していくには、持続可能な環境・社会・
経済の統合的向上を図る取組みが不可⽋であ
り、持続可能性の向上を図る経営（サステナ
ビリティ経営）を通じて、組織として継続し
て取り組んでいきます。

■ ガバナンス（サステナビリティ推進体制）
　サステナビリティ方針に基づき、持続可能な環境・社
会・経済の統合的向上を図っていくサステナビリティ経
営の実践を目的に、サステナビリティ委員会を設置して
います。

サステナビリティ委員会
ガバナンス委員会

外部機関

諮問・答申

報告 監督

報告・助⾔

連携

取締役会

常務会

●委員⻑：サステナビリティ担当役員
●事務局：経営管理部

サステナビリティ委員会の運営⽅針
1. 委員⻑は、「サステナビリティ担当役員」とします。
2. 委員会事務局は、経営管理部に設置してグループ横断的な対応
　 を⾏います。
3. 委員会委員は、本部部⻑、関連会社社⻑とします。
4. 委員会は原則3ヶ月毎に開催し、委員会傘下の専門部会は適時開
    催します。また、常務会・取締役会に原則6ヶ月毎に報告します。
5. サステナビリティ委員会規程により運営します。

■ イニシアチブへの参加
サステナビリティ経営を推進するため、国内外のさまざまなイニシアチブに参加しています。

●消費者志向経営

●ローカル SDGs 四国
　（通称：LS 四国）

● SDGs

●気候変動イニシアティブ

● TCFD

●えひめ消費者志向
　おもいやり経営

●地⽅創⽣ SDGs 官⺠連携
　プラットフォーム

●松⼭市 SDGs推進協議会

● 21世紀⾦融⾏動原則

●⻄条市 SDGs推進協議会●愛媛県 2050年脱炭素社会・
　アクション宣言

●健康経営優良法⼈認定

■ 戦略

■ リスク管理

■ 指標と目標

　当行は、持続可能な社会の実現に向けた基本的な方針として 2021 年 8 月に「サステナビリティ方針」を制定しております。
　このサステナビリティ方針に則り、環境問題や社会問題をはじめとするサステナビリティに関する課題を洗い出し、ESG（環境・
社会・ガバナンス）や経営理念との親和性を基準に評価した上で、以下の 3 つの重要課題（マテリアリティ）を特定しました。
これらの重要課題（マテリアリティ）は、サステナビリティ委員会での審議を経て、常務会・取締役会で決定しております。

① 環境経営（環境への取組み）➡
• 気候変動に伴うお客さま及び当行グループへの影響を、２パターンのシナリオ
  （1.5℃シナリオ、4.0℃シナリオ）に基づき、リスクと機会で評価しています。
• 当行グループの GHG 排出量削減目標を定め、その達成に向けた取組みを進めています。

② 地域共創（社会課題への取組み）➡
• 地域社会の持続的発展を後押しするため、行政や⺠間企業との多様な連携を推し進め、様々なサービスメニューを開発 • 提供
  しています。
• SDGs 経営立ち上げ支援サービスでは、お客さまとの対話を通じ、地域社会の課題解決と本業の紐づけを行い、SDGs 経営
  に向けた気づきを提供しています。
• 社会課題解決のための資⾦ニーズに対し、サステナブルファイナンスのメニュー充実に取り組んでいます。

③ ⼈的資本経営（人材への取組み）➡
• 雇用環境が著しく変化する環境において、⼈材の多様性を確保するため、⼈事制度や研修を通じて各⼈の能力 • 資質を最大限
  に発揮できるよう多様なキャリアパスと働き方を提供しています。

　当行グループでは、気候変動リスクを管理するため、2022年 4 月に「気候変動リスク管理方針」を制定し、リスク管理委員会
及びサステナビリティ委員会において気候変動リスクの特定・評価について定期的に審議し、常務会及び取締役会に報告しています。
　なお、当行グループでは、気候変動リスクを独立のリスクカテゴリーとせず、「流動性リスク」「市場リスク」「信用リスク」「オペレー
ショナル・リスク」の発生・増幅要因となるリスクドライバーと位置づけ、統合的リスク管理の枠組の中で管理しています。 

設定した指標と目標は、それぞれ、次のページをご覧ください。

リスク管理の全体像（組織図）及び概要は、P59-60 参照

P31-36

愛媛銀行グループは、企業価値の向上と持続可能な地域社会の実現を目指して、サステナビリティ経営に取り組んでおります。

専門部会
（個別課題の専門部会）

① GHG 排出量削減目標と実績 ⇒ P34 　② ESG 関連投融資の実行累計額目標 ⇒ P39 　③人的資本関連の指標と目標 ⇒ P46

P37-44

P45-48
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環境経営（環境への取組み）
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■ 環境⽅針（2008 年 6月制定）

環境基本理念

環境基本⽅針

　愛媛銀⾏は、ふるさとの豊かで美しい⾃然を守り次世代へ引き継ぐことが、地域に対する社会的責任であると考
えています。
　経営理念である「ふるさとの発展に役⽴つ銀⾏」のもと、全員参加による環境保全への取組みを積極的に展開し
ていきます。

❶ 環境に関連する法律及びその他要求事項を遵守します。
❷ 環境に配慮した商品・サービスの提供などを通じて、環境保全活動を⽀援します。
❸ 環境マネジメントシステムを構築し、具体的な環境⽬的・⽬標を定めて、環境保全活動の継続的な改善に努めます。
❹ 省エネルギー、省資源、リサイクル活動を推進し、環境への負荷の軽減に努めます。
❺ ⼀⼈ひとりが環境問題に関する認識を深め、環境保全活動への参加を通じて地域社会の環境保全に貢献します。
❻ 環境⽅針及び環境に関する取組みを内外に公表します。

経営理念

愛媛銀行環境方針

豊かな自然環境に恵まれた愛媛県に基盤を置く
当行は、地域の環境保全に向けた取組みを、
積極的に展開していきます。
　近年の国内外における異常気象や⾃然災害による被害は、当⾏が基盤とする地域においても企業経営に大きな影
響を及ぼしており、「気候変動への対応」は、これまで以上に重要な経営課題のひとつに位置づけ、行動に移してい
く必要があり、当⾏グループは、「愛媛銀行環境方針」に基づき、環境保全に向けた取組みを積極的に推し進めてい
きます。

環境問題への取組み（気候変動及びTCFD 提言への対応）
　当行グループでは、環境問題への取組における戦略として、気候変動への対応を最上位と位置付けています。
　気候変動対応の⾼度化を図るとともに、ステークホルダーの皆さま⽅と連携しながら、気候変動対応を含めた社会・環境分野に
おける課題解決に努めていくことを⽬的として、 2021年 8 月にサステナビリティ方針を制定並びに TCFD（気候関連財務情報開
示タスクフォース）提言への賛同を表明し、2022 年 4 月に「GHG 排出量削減目標」を設定、開示しております。 

１）ガバナンス
　ガバナンスについては、 サステナビリティ全般に関わる推進母体として「サステナビリティ委員会」を設置し、定期的な活動を
行っています。（→詳細は P29-30「サステナビリティへの取組み」参照）

２）戦略
　気候変動への対応に関する経営戦略の策定やリスク管理体制の強化に向けた取組みにおいては、まず気候変動のリスクと機会を
評価することによって、お客さま及び当行グループへの影響を明らかにすることが重要になります。具体的には、「1.5℃シナリオ」
及び「4℃シナリオ」に基づいて、それぞれ「物理的リスク」 「移行リスク」「機会」を評価し、シナリオ分析の充実・高度化に努
めています。 

▶ 1.5℃シナリオ：脱炭素社会への抜本的な移行が達成され、世界の平均気温の上昇が高い確率で産業革命時期比 1.5℃ 未満に抑えられるシナリオ

リスク／機会 定義 想定する主な財務影響 リスク分類 時間軸

物理的
リスク

移行
リスク

機会

急性リスク

慢性リスク

個別の気象事象（台風、洪水等の突発的な異常気
象の頻発化および激甚化）に起因するリスク

気候の長期的なシフトに起因するリスク

• 突発的な異常気象は、現在と同程度にとどまるため、
  大きな財務影響は想定しない

• 慢性的且つ不可逆な気候変動は発生しないため、大き
  な財務影響は想定しない

• 炭素税の導入、GHG 排出規制の強化による排出権の
購入及び定期的な設備改修が必要となることで、投
融資先の業績悪化を招き、当行の貸出資産と保有す
る有価証券の価値が毀損する

• 既存製品・サービスの脱炭素技術への移行失敗や新
技術への投資失敗が投融資先の業績悪化を招き、当
行の貸出資産と保有する有価証券の価値が毀損する

• 既存製品・サービスの需給変化が投融資先の業績悪
化を招き、当行の貸出資産と保有する有価証券の価
値が毀損する

• 脱炭素社会への移行に伴う投資先の事業コスト増加・
業績悪化により、当行が保有する有価証券の価値が
毀損する

• 化石燃料へのファイナンス等、脱炭素社会への移行
と逆行する企業に投融資したことにより、当行の風
評が悪化し株価が下落する

• 脱炭素製品・サービスの開発、GHG 排出量削減に
向けた企業の設備資金の需要が増加し、当行の収益
機会が拡大する

• 気候変動への社会的関心の高まりを背景に、当行の
ソリューション提供の機会が拡大する

• 省資源・省エネルギー化および低炭素エネルギー源
の利用による将来的な炭素価格上昇インパクトの軽
減により、当行の事業コストがより一層低下する

• 新たな市場へのアクセスを通じ、当行の収益機会が
拡大する

• サステナビリティ経営の実践により、当行の企業価
値が向上する

—

—

—

中期～
長期

短期～
長期

短期～
長期

信用リスク

市場リスク

風評リスク

法律や規制の変化に関連するリスク

脱炭素社会への移行に向けた技術の急速な進歩に
関連するリスク

脱炭素社会への移行により特定の商品やサービス
の需給が変化するリスク

脱炭素社会への移行に対応しないことによるレ
ピュテーション（評価・評判）低下のリスク

脱炭素社会への移行に伴う製品・サービスに関す
る機会

脱炭素社会への移行に伴う資源効率、エネルギー
源、市場、レジリエンス（強靭性）に関する機会

政策・法規制リスク

技術リスク

市場リスク

評判リスク

製品・サービス

資源効率、
エネルギー源、
市場、
レジリエンス

（強靭性）

環境目的・目標

環境マネジメント
システム

PDCA

監視測定 運用管理

・参照にした主な公的シナリオ：IEA Net-Zero Emissions by 2050 及び IPCC RCP2.6 シナリオ  等
・時間軸の定義：短期 2 ～ 3 年、中期 10 年、長期 30 年
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▶ 気候変動リスクが各リスクカテゴリーに及ぼす影響

３）リスク管理
　当行グループでは、気候変動リスクを管理するため、2022年4月に「気候変動リスク管理方針」を制定し、 リスク管理委員会
及びサステナビリティ委員会において気候変動リスクの特定・評価について定期的に審議し、常務会及び取締役会に報告しており
ます。 なお、当行グループでは、気候変動リスクを独立のリスクカテゴリーとせず、統合的リスク管理の枠組の中で管理しており
ます。 （→詳細は P59-60「リスクマネジメント」参照）

4）指標と目標
　当行グループでは、GHG 排出量について、
2022年 4 月に、2030 年度末までに 2013 年
度比 50％削減する目標を設定しておりました
が、2024 年 3 月、目標達成時期を 2026 年
度末に繰り上げ、脱炭素社会への移行の取組み
を加速させています。2023 年度の削減実績は、
2013 年度比▲ 57.8％です。
　引き続き省エネルギー化に資する設備投資及び
再生可能エネルギー由来の電力調達等に取組み、
GHG 排出量の削減を進めてまいります。

【削減施策】
LED・空調設備更新⼯事等による施設・設備⾯での取組みや
再⽣エネルギー由来の電⼒調達による業務運⽤⾯での取組み
により⽬標を達成

2013年度⽐50％削減

GHG 排出量削減目標（2026 年度まで）

当⾏グループ全体

Scope1（直接的排出）

Scope2（間接的排出）

合計

削減実績（2013 年度⽐）

当⾏グループの GHG 排出量の状況
2013 年度

655 t

7,489 t

8,144 t

－

2019 年度

514 t

6,383 t

6,897 t

▲ 15.3％

2021 年度

436 t

5,685 t

6,121 t

▲ 24.8％

2022 年度

452 t

4,787 t

5,239 t

▲ 35.6％

2023 年度

477t

2,960t

3,437t

▲ 57.8％

2020 年度

447 t

4,647 t

5,094 t

▲ 37.4％

【算定基準】
● 省エネ法の定期報告基準に準拠して集計
● Scope1（直接的排出）… 主に、ガソリン、ガス、軽油・重油
● Scope2（間接的排出）… 主に、電⼒

気候変動リスク（物理的リスク・移行リスク）

リスク
カテゴリー

（統合的リ
スク管理）

想定する
主な気候
変動リスク

リスク管理
部門

（関係部含む）

流動性リスク 市場リスク 信用リスク
事務リスク システムリスク コンプライアンス

リスク 人的リスク 有形資産リスク 風評リスク

オペレーショナル・リスク

深刻な自然災害
の発生に伴う突
発的な資金需要
の 高 ま り に よ
り、調達が困難
になる（予期せ
ぬ資金流出を含
む）、または調
達コストが上昇
するリスク

深刻な自然災害
の発生に伴う業
績不振や気候変
動への対応が遅
れた企業の株価
が下落し、当行
が保有する株式
等の価格が下落
するリスク

深刻な自然災害
の発生に伴う取
引先の業績悪化
や担保物件の毀
損により、与信
コストが増加す
るリスク

深刻な自然災害
の発生に伴う事
務処理の増加・
特殊化・複雑化
により、事務ミ
スが発生するリ
スク

深刻な自然災害
の発生に伴う行
内システムの不
具合・停止によ
り、業務が停滞
するリスク

深刻な自然災害
の発生に伴い牽
制 機 能 が 低 下
し、重大なコン
プライアンス違
反が発生するリ
スク

深刻な自然災害
の発生に伴い建
物や道路が倒壊
し、行員が負傷
するリスク

深刻な自然災害
の発生に伴い当
行 本 支 店 の 建
物、ATM、 電
算
センター等が損
壊するリスク

脱炭素社会への
移行と逆行する
企業に投融資し
たことにより、
当行が風評被害
を受けるリスク

リスク管理部
証券国際部

（資金繰り部門）

リスク管理部
証券国際部

審査第一部
審査第二部
船舶ファイナン
ス部

事務システム部 事務システム部 リスク管理部 人事教育部 総務部 企画広報部

▶ 4℃シナリオ：現状を上回る温暖化対策が講じられず、世界の平均気温が産業革命時期比 3.2 ～ 5.4℃上昇するシナリオ

リスク／機会 定義 想定する主な財務影響 リスク分類 時間軸

物理的
リスク

移行
リスク

機会

急性リスク

慢性リスク

個別の気象事象（台風、洪水等の突発的な異常気
象の頻発化および激甚化）に起因するリスク

気候の長期的なシフト（平均気温の上昇、海水温
の上昇等）に起因するリスク

• 深刻な自然災害の発生に伴い、当行の事業施設（本支
店、ATM、電算・事務センター等）が被害を受け、
保有資産の価値が毀損する

• 深刻な自然災害の発生に伴う突発的な資金需要の高
まりにより、当行の資金繰り（調達コストの上昇含む）
が悪化する

• 深刻な自然災害の発生に伴う投資先の業績悪化によ
り、当行が保有する有価証券の価値が毀損する

• 深刻な自然災害の発生に伴い、投融資先の事業施設
（柑橘類等の農場、マダイやアコヤ貝等の養殖場等）
および個人のお客さまの住居等が被害を受け、事業や
就労の継続に支障をきたすことで業績悪化を招き、
当行の貸出資産と保有する有価証券の価値が毀損する

• 担保物件が被害を受けることで資産価値が損なわれ、
当行の貸出資産の価値が毀損する

• 海水面の上昇等で高潮による浸水リスクが高くなる
事業施設の移転等により、当行の事業コストが増加
する

• 平均気温の上昇や海水温の上昇等による農作物（柑橘
類等）の収穫量減少および水産物（マダイ、アコヤ貝
等）の漁獲量減少が投融資先の業績悪化を招き、当
行の貸出資産と保有する有価証券の価値が毀損する

• 気候変動対策は、現在の延長線上にとどまるため、
大きな財務影響は想定しない

• 異常気象等の物理的な被害を軽減するため、公共工
事および企業の設備資金の需要が増加し、当行の収
益機会が拡大する

• 省資源・省エネルギー化により当行の事業コストが
  低下する

有形資産
リスク

流動性
リスク

市場
リスク

信用
リスク

—

—

短期～
長期

—

短期～
長期

信用リスク

有形資産
リスク

法律や規制の変化に関連するリスク

脱炭素社会への移行に向けた技術の急速な進歩に
関連するリスク

脱炭素社会への移行により特定の商品やサービス
の需給が変化するリスク

脱炭素社会への移行に対応しないことによるレ
ピュテーション（評価・評判）低下のリスク

脱炭素社会への移行に伴う製品・サービスに関す
る機会

脱炭素社会への移行に伴う資源効率、エネルギー
源、市場、レジリエンス（強靭性）に関する機会

政策・法規制リスク

技術リスク

市場リスク

評判リスク

製品・サービス

資源効率、
エネルギー源、
市場、レジリエンス

（強靭性）

・参照にした主な公的シナリオ：IPCC RCP8.5 シナリオ  等
・時間軸の定義：短期 2 ～ 3 年、中期 10 年、長期 30 年

　上記の IPCC  4℃シナリオにおける物理的リスクについて、当行の事業性与信先及び住宅ローン先を対象に上記のシナリオの
もとで水害発生による当行の担保不動産の損傷に起因する与信関係費用の増加額を最大約15億円と推計しております。

項目 内容

シナリオ

分析対象

分析手法

分析期間

分析結果

IPCC4℃シナリオ

当行事業性融資先及び住宅ローン先

水害発生時の担保不動産の損傷を考慮し、与信関係費用の増加を試算

2050 年まで

最大約 15 億円
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地域共創　② サステナブルファイナンス 地域共創　③ 地域活性化の取組み

えひめイノベーション起業塾

えひめアグリイノベーション起業塾

Chapter 1  愛媛銀行の価値創造 Chapter 2  中長期的な成長戦略 Chapter 3  サステナビリティ経営 Chapter 4  データ編

当行独自の創業⽀援やファンドを通じて、地域活性化の取組みを
推し進めます。
■ 2 種類の「イノベーション起業塾」を開催

■ 新規事業創出を目指す「ひめぎん新規事業創出プログラム 2024」を開催

　当行では、2019 年より起業支援を通じて愛媛県内の地域活性化につなげよ
うと、「えひめイノベーション起業塾」ならびに農業分野に特化した「えひめ
アグリイノベーション起業塾」を開催しています。
　2023 年のイノベーション起業塾は６月に開講しました。事業計画の作成や
マーケティングの基礎を学ぶなど、全４講座実施し、８月には各塾生の成果報
告会を一般公開にて行いました。

　当行では KPMG ジャパンとの共催で、愛媛県内の中核企業とスタートアップ企業とのオープンイノベーションにより、新規事
業の創出を目指す伴走支援型のアクセラレータープログラム「ひめぎん新規事業創出プログラム 2024」を開催しております。 
　2020 年から開催し、これまでに県内を代表する企業延べ 16 社が、全国のスター
トアップ（新たなビジネスモデルを開発しようとしている企業）との連携によって
協業案が⽣まれています。

ひめぎん新規事業創出
プログラム2024

事業アセットの開放
＋

企業課題やテーマの
開示

事業案（技術活用）の提案

後援

プログラム主催

（五十音順）

『ひめぎん新規事業創出プログラム2024』

創出

支援

プログラム運営 スタートアップ募集

地域中核企業の経営資源を活用した
新規事業

ファンド

えひめ地域活性化ファンド

行政・教育機関

愛媛県　　　　　愛媛大学

地域中核企業
プログラムテーマ設定を行う

株式会社エヌ・ピー・シー

株式会社二神組

理研巧業株式会社

ワールドパック株式会社

出資

プログラム
開催費用

協業案の公募

マッチング

スタートアップ

募集テーマに即した
スタートアップとの
マッチングを実施

地元スタートアップ企業

プログラムのスキーム

　SDGs や脱炭素化等への関心の高まりとともに、サステナビリティを意識した資⾦調達ニーズが高まっています。当行では、
2022 年 4 月からサステナブルファイナンスの取扱いを開始し、2023 年 6 月には 2 商品を追加し、お客さまへの提案を行って
おります。
　これらの商品では、外部機関の評価を必要としない当行が評価する「自行評価型」も選択できることから、費用負担を抑える形で、
より幅広いお客さまにサステナブルファイナンスを利用していただくことができます。なお、当行は、自行評価型のサステナブル
ファイナンス商品の運用にあたり、株式会社格付投資情報センター（R&I）から国際的な原則等に整合的である旨のセカンドオピニ
オンを取得しています。

サステナブルファイナンス商品概要

商品名

資⾦使途

融資利率

取扱⼿数料

グリーンプロジェクトに
必要とする資⾦

ブループロジェクトに
必要とする設備資金

SPTs ⽬標の達成に
必要な資⾦

社会的インパクトの向上・緩和・
低減に資する

運転資金・設備資金

当⾏所定の利率
（⽬標の達成状況に応じて

⾦利変動）

ひめぎん
グリーンローン

ひめぎん
ブルーローン

ひめぎん
サステナビリティ・

リンク・ローン

ひめぎん
ポジティブインパクト

ファイナンス

⾃⾏評価型 ⾃⾏評価型 ⾃⾏評価・外部評価型外部評価型 外部評価型 外部評価型

■ サステナブルファイナンス

　当行グループでは、環境・社会問題の解決に向けお客さまのサステナビリティへの取組みを支援するため、グリーンローン、サス
テナビリティ・リンク・ローンなど持続可能な社会の実現に資する ESG 関連投融資を積極的に推進しています。2023 年度より、
2030 年度をターゲットとする ESG 関連投融資の実行累計額目標を 2,000 億円に設定しており、2023 年度末までの累計実績
は、287 億円です。
　また、第 18 次中期経営計画において、2026 年度末の実行累計額目標を 900 億円としています。

■ ESG 関連投融資の実行累計額目標

当⾏所定の利率 当⾏所定の利率

当⾏所定の⼿数料が必要

2023 年度までの累計実績 2026 年度目標 2030 年度目標

287 億円ESG 関連投融資実行累計額 900 億円 2,000 億円
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■ 「西瀬戸パートナーシップ協定」の連携が着実に拡大

■ 地域商社「（株）フレンドシップえひめ」による公民連携の地域活性化への貢献

　2020 年１月に締結した山口フィナンシャルグループ株式会社との「西瀬戸パートナーシップ協定」は、着実に実績を上げてお
ります。シップファイナンス、共同事業会社やファンドの設立を通じた事業者支援の分野のみならず、人材交流や PPP/PFI の促
進に向けた自治体連携など、幅広い分野で連携を深めています。

　EC サイトの運営や、カタログギフトの販売を通
じた販路拡大支援業務だけでなく、自治体向けのコ
ンサル事業においても、実績を積み重ねています。
　2023 年度の受託事業の一つである「マツワカ」
の運営では、松山市の若者のアイデアと、道後の老
舗酒造メーカーのコラボレーションにより、2024
年 7 月の道後温泉全館営業の再開を記念した商品の
プロデュースを行いました。

提携効果（実行額等）

これまでの活動実績

連携事例

1,100 億円超
（協定締結以降累計）
● シップファイナンスの実行
   （コラボローン西瀬戸）
● 企業相互紹介
● ファンド投資　　など

    （2024 年 3 月末時点）

● 掲載企業数　　　 60 社超
● 会員数　　 8,000 名以上

● （株）西瀬戸マリンパートナーズ設立
● 「海事産業交流会 2022、2024」の共催
● 地域未来共創 Search ファンドへの出資
● ちいきみらい創造ファンドへの出資　　
● 人材交流、M&A・事業承継分野における連携
● 海外バイヤー WEB 商談会　　　　など

西瀬戸パートナーシップ協定の主な効果（協定締結の 2020 年 1 月～ 2024 年 3 月まで）

　2022 年12月より、株式会社クラダシ（本社：東京都）と連携を開始し、県内
自治体、一次産業事業者などとのマッチングを行い、県内でのクラダシチャレン
ジを展開しています。それらの協働した取り組みが評価され、令和 5 年度消費者
志向経営優良事例表彰において、特別表彰を共同受賞しました。2023 年度には
新たに宇和島市、松山市で連携を開始し、累計で愛媛県内の 4 市 1 町に連携が
広がっています。

T O P I C S
令和5年度 消費者志向経営優良事例表彰

左：自見内閣府特命担当大臣
中：当行　西川頭取
右：株式会社クラダシ　関藤（当時）社長

＜ 2023 年度に新たに開始したクラダシチャレンジ＞

2023年11月23～30日、
宇和島市の水産物加工事
業者の協力を得てクラダ
シチャレンジを実施。

2024年3月11～16日、
松山市の中島を舞台にクラ
ダシチャレンジを実施。

2024年2月
特別表彰を受賞

（株式会社クラダシとの共同受賞）

■ ファンド組成により、産業の活性化を推進
　当行では、ファンドを活用した取組みを業界に先駆けて行ってきました。「えひめベ
ンチャーファンド」は独立系ベンチャーキャピタルとの連携としては四国初（2004 年）
の取組みで 7 社の IPO 実績があります。「えひめガイヤ成長産業化支援ファンド」は
国内金融機関で初の農業ファンド（2006 年）となっています。
　ゆうちょ銀行と共同で設立した「えひめ地域活性化ファンド」、大和証券グループと
共同で設立した「えひめ一次産業応援ファンド」、 SDGs に取り組む瀬戸内の企業へ投
資する「せとうち SDGs ファンド」などを活用し、県内企業の育成に取り組んでいます。
　2024 年3月末時点では、これらのファンドを通じて計 36 件の投資を行っています。

主な運営ファンド（2024 年 3 月末現在）

えひめベンチャーファンド 2013
えひめガイヤ成長産業化支援ファンド
えひめアグリファンド
えひめ地域活性化ファンド
えひめ一次産業応援ファンド
せとうち SDGs ファンド

出資

えひめ一次産業応援ファンド

投資対象 当行営業エリア内を中心とした地域の
有望な第一次産業に関わる企業等

管理
運営

経営陣
へ譲渡

自社株買
（会社買戻）

IPO
M&A 償還回収

無限責任組合員
ひめぎんリース（株）

出資

有限責任組合員
（株）愛媛銀行／大和フード＆アグリ（株）

投資

【ファンドスキーム事例】えひめ一次産業応援ファンド

出資

せとうちSDGs投資事業有限責任組合

投資対象 瀬戸内地域において、SDGsを経営に
取り込む非上場企業

管理
運営

IPO、償還、会社買戻、
第三者への売却　等回収

無限責任組合員
ひめぎんリース（株）

出資

有限責任組合員
（株）愛媛銀行

投資

【ファンドスキーム事例】せとうちSDGsファンド

普通株式、種類株式、
新株予約権、普通社債、
私募債　等

助言

個別案件別
支援パートナー

専門家
ネットワーク

業務委託
契約

税理士・会計士
弁護士

社会保険労務士
中小企業診断士

等

■ 若手経営者塾「有志竟成の会」
　当行では、愛媛県内で事業を行う若手経営者が、経営に関する知識を学び、県内経営者との交流を図り、県内経済の発展に貢献
していくことを目的に、2010 年 9 月に若手経営者塾を創設しました。
　三樹会（さんじゅかい）（１～３期生）、青雲の会（４～７期生）と名称を変え、
2019 年 4 月からは現在の「有志竟成の会」（ゆうしきょうせいのかい）として 8
期生以降を受け入れてきました。
　有志竟成とは「志ある者、事（こと）竟（つい）に成る」という歴史書『後漢書』
からいただいた言葉で、堅い志を持つ者は、いかなる困難に遭っても必ずその志
を成し遂げる、という意味です。 　　
　2023 年度は11期生（中予地区８名、東予地区８名、南予地区４名 合計20名）
が入塾し、 DX、SDGs、人財育成、マネジメント向上など経営に関する知識を養い、
同期と交流しました。
　2023 年 11 月 21 日には、「有志竟成の会」の卒塾 10 期生輩出を記念した
交流会が開かれ、総勢 100 名以上の卒塾生ならびに在塾生にご参加いただき、
経営者同士のネットワーク構築につながりました。

塾　名 創　設 会　期 卒塾生
三樹会
青雲の会
有志竟成の会

2010 年９月
2014 年５月
2019 年４月

１～３期
４～７期
８期～ 10 期

57 名
59 名
74 名

卒塾生の状況

11 期生例会の様子

卒塾 10 期生輩出を記念した交流会の様子
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■ 公益財団法人愛媛銀行ふるさと振興基金「第 41 回ふるさと振興賞顕彰式」を開催

■ 「ひめぎん東温スクエア」オープンに伴い再利用可能な備品等を寄贈

■ 「日本卓球リーグ愛媛大会」ホームマッチを開催・実技講習会

　当行は、公益財団法人愛媛銀行ふるさと振興基金を通じ、愛媛県
内の産業経済の発展に寄与した企業や経営者の方などを毎年顕彰し
ております。
　2024 年 4 月に開催した第 41 回ふるさと振興賞顕彰式では、
企業 3 社、経営者 1 名を顕彰しております。

　当行は、2023 年 11 月、見奈良支店及び川内支店の共同店舗「ひ
めぎん東温スクエア」をオープンしました。
　地域の社会福祉の向上と社員及び利用者双方の快適な施設づくり
を支援するため、オープンに伴い発生した再利用可能な備品等を、
社会福祉法人愛隣園（東温市）及び社会福祉法人馴鹿（同市）へ贈呈
しました。
　また、同法人に対して、ひめぎん CSR 倶楽部を通して、新しい
介助用車椅子及びプリンター等を贈呈しました。

　11 月の 2023 年度ケアリッツ・アンド・パートナーズ後期日
本卓球リーグでは、愛媛県で初めて本戦が開催されました。本線
に先立って行われたホームマッチでは、当行卓球部の目標の一つで
あったホームマッチ初勝利を収めることができました。ハイレベル
な試合を間近で見る機会であり、多くの地域の子どもたちが観戦に
訪れていました。
　また、12 月には、次世代を担う地元中学生の競技力向上および
スポーツの普及を目的として、当行卓球部より監督と選手を講師と
して派遣するなど、地域のスポーツ振興にも取り組んでいます。

【企業の部】　　星企画株式会社（代表取締役会長　薬師神績様）	
　　　　　　　社会福祉法人三恵会（理事長　太田恵理子様）
　　　　　　　株式会社サンリード（代表取締役社長　清水英行様）

【経営者の部】　大西　一次様（大和生コン株式会社　代表取締役会長）

■ 日本航空との「地方創生の推進に係る包括連携協定」に基づき、取組みが具体化へ

■ 日本政策金融公庫との連携協定に基づき、「愛媛モデル」の新たなワンストップ協調
 　支援スキームが具体化

　2023 年 6 月、2023 年 6 月、日本航空株式会社と、地域貢献、地方創生に資することを目的に、観光、地域産品、人材育成
支援について相互に協力・協働する包括連携協定を締結しました。
　本協定に基づき、以下のような連携施策を実施しています。

　当行と日本政策金融公庫との協調融資実績は、かねてより金融機関の中でも有数の実績を計上しておりますが、更に実効性のあ
る、愛媛県産業の特色に馴染んだ連携の在り方を協議してまいりました。その結果、2023 年 7 月、愛媛県内の 3 支店と連携協
定を締結し、農林水産業、事業承継、創業の 3 つの分野において、金融分
野に加え、非金融分野の支援をワンストップで行うスキームの構築に向け連
携を強化しました。
　本協定の締結以降、オープンネームでの事業承継マッチングイベントの開
催や、松山市の水産物卸売事業者の事業承継支援、内子町の地域活性化を目
指し創業された企業による地元老舗料亭の事業承継への支援を協調して行う
など、より連携を深めています。

　2023 年 9 月には、八幡浜漁港の朝〆鮮魚を航空機で輸送し、当日中
に大阪市内の飲食店で提供する実証実験を行いました。

　2023 年12 月16日（土）、17日（日）
の 2 日間、大阪国際（伊丹）空港で行わ
れた「第12 回 ITAMI 空の市」において、
本協定に基づき、愛媛県産品の販路拡大
を目的に出品協力をいたしました。

　2024 年 5 月には、人材育成分野に係る取り組みとし
「Diversity（多様性）」「Equity（公正性）」「Inclusion（包
括性）」についての理解を深め、多様な人材が活躍できる職
場環境の創造を目的にセミナーを開催しました。
　当日は、当行役職員だけでなく、愛媛県職員、愛媛県信
用保証協会職員の方も合わせ約 100 名が参加しました。

相談・申込み
ワンストップサービス！

お取引先様

各種融資、サービスの提供 各種制度融資の提供

●農林水産省支援
●事業承継支援
●創業支援

日本政策金融公庫

連携支援
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■ 人材育成方針

■ 社内環境整備方針

社員一人ひとりが専門性を身に付け、“プロフェッショナル”として、地域の課題解決支援
ができる社員を育成します。
　当行グループが企業価値の向上を図るためには、社員一人ひとりが”プロフェショナル”として、専門性を身に
付けることが重要です。私たちは、「“人”にしかできないことができる人材」となるべく、様々な取組みや経験の
機会を提供することで、地域の皆さまに寄り添い、課題解決支援が出来る社員を育成します。

社員の安全と心身の健康を守り、地位・立場・経験・性別の違いに関わりなく、お互いの人
格を尊重し、多様な人材が活躍出来る職場環境を整えます。
　当行グループは、社員が心身ともに健全で、安心して働くことが出来る職場環境を整えることで社員が本来持つ
能力を最大限発揮し、お客さまへの質の高いサービス提供に努めます。また、共に働く仲間を家族同様に大切にし、
仲間と共に成長します。

人材育成方針及び社内環境整備方針に基づき、
人的資本経営を推し進めていきます。
　雇用環境が著しく変化する環境において、人材の多様性を確保するため、人事制度や研修を通じて各人の能力・
資質を最大限発揮できるような多様なキャリアパスと働き方を提供していきます。

多様な⼈財が活躍する職場づくり

▼
働きがいのある銀⾏

⼈財育成・研修制度

働き⽅改革

⼥性活躍

健康経営

　愛媛銀行グループの連結従業員数は、1,342名、うち男性が 812名（60.5％）、
女性が 530名（39.5％）の構成となっています（以上、2024 年3月31日現在）。
　この陣容のもと、当行グループでは、「人材育成方針」及び「社内環境整備方針」
に関連する指標として、以下に示す10の指標を用いております。その実績は、
次のとおりです。

１　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成 27 年法律第 64 号）の規定に基づき算出したものであります。「管理職」は、課長級以上の職位を指して
おります。

２　「主任」は管理職の１つ手前の職位で、本指標は、管理職の候補人材における女性労働者の割合を示しております。
３　「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成 3 年法律第 76 号）の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成 3 年労働省令第 25 号）第 71 条の４第 2 号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであ
ります。

４　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成 27 年法律第 64 号）の規定に基づき算出したものであります。今回より算出方法を変更しており、変更後
の算出方法による前連結会計年度の実績は 47.7％であります。

５　当行グループでは、社内環境整備の一環として、健康経営の実践に取り組んでおり、労働安全衛生法に基づく定期健康診断に加えて、疾病の早期発見や早期治療を
目的に、社会保険に加入する満 30 歳以上の従業員に対して人間ドック受診を推奨しております。本指標は、満 30 歳以上の従業員（社会保険加入者）のうち、当
連結会計年度において、所定の人間ドックを受診した者の割合を示しております。

６　当行グループでは、外部での勤務を通じて幅広い視野と知見を深めるために外部出向に積極的に取組んでおります。本指標は、当行グループ外の官公庁、地方自治
体、民間企業等への出向経験を有する従業員数を示しております。

７　当行グループでは、2020年6月以降、スキルや経験を得ることにより自己成長を促し、新たな企業価値の創出や地域経済の活性化に貢献することを目的に副業制
度を導入しております。本指標は、副業制度を利用した延べ人数を示しております。

８　本指標は、以下の資格及び同等の資格保有者の延べ人数を示しております。
弁護士、税理士、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士、通関士、宅地建物取引士、FP １級、日商簿記１級、証券アナリスト、国際公認投資アナリスト、
AML/CFT オフィサー、AML/CFT オーディタ―、システム監査技術者、情報処理安全確保支援士、データベーススペシャリスト、ネットワークスペシャリスト、
公認内部監査人、TOEIC850 点以上、農業上級アドバイザー、キャリアコンサルタント

９　本指標は、中途採用した従業員数を示しております。
10  本指標は、女性労働者の平均勤続年数を示しております。

（注）

連結従業員数

1,342 名

連結従業員数と男女比（2024 年 3 月 31 日現在）

女性
39.5％

男性
60.5％

KPI 人的資本関連の主な指標（グループ連結ベース／ 2023年度）

管理職に占める
女性労働者の割合

主任における
女性労働者の割合

男性労働者の
育児休業等取得率

労働者の
男女の賃金の差異

人間ドック受診率

出向経験在籍者数 副業従業者数 金融関連資格取得者数 中途採用在籍者数 女性平均勤続年数

15.0％以上

12.2％

50.0％程度

42.9％

100.0％以上

100.0％

52.0％以上

49.2％

70.0％以上

64.1％

160名以上

145名

100名以上

76名

205名以上

181名

95名以上

77名

13.5年

12.6年

目標 （2026 年度）

実績 （2023 年度）
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副業によるスキルアップ醸成など、次世代の働き⽅を
模索する取組みが着実に進捗

　当行の「働き方改革」は、独自性のある、より多様な取組
みとなってきています。たとえば、2020 年より設けた副業
制度は、希望する行員に通常業務とは異なる業務にも従事す
る機会を提供し、スキルアップを期待するもので、2024 年
３月末には、76 名の行員が本制度の利用を行っております。
また、2022 年 9 月からは「カムバック採用制度」を開始し、
10 月からは「産後パパ育休制度」の新設を行いました。

4年連続で「健康経営優良法⼈」に認定

　当行は、行員の「働きがい」という観点を経営方針に取り
入れております。地域社会の持続的な発展に貢献していくた
めには、行員の個性・能力を発揮できる働きがいのある職
場づくり、行員育成が重要であり、その基礎となるのは行
員の健康維持・増進です。当行は、
2021年以降 4年連続となる、「健康
経営優良法⼈ 2024（大規模法⼈
部門）」の認定を受けました。

働き⽅改⾰ 健康経営

若⼿⾏員の戦略的出向など、⼤胆な施策を含め、
⼈財育成を積極的に展開

　高度専門⼈財など、地域の活性化に貢献するための多様な
⼈財育成に努めています。特に、若手育成を目指した戦略的
出向を長年継続して行っており、2024 年３月時点で、環境
省、国⼟交通省、厚⽣労働省、農林水産省、更には日本貿易
振興機構などの異業種へ、若手行員 19 名の派遣を行ってい
ます。

⼥性活躍に向け長期的な取組みを計画

　当行では、女性一⼈ひとりが活躍し、長く勤められる職場
環境をつくるため、行動計画を策定し、当行独自の女性タス
クチームの編成、女性管理職の積極登用、子育て支援策の展
開などに取り組んでいます。2022 年 4 月からは、管理職積
極登用に向けた行内養成講座の実施、外部出向への公募実施、
外部研修への参加など、女性管理職比率の向上に向け、長期
的なビジョンの中で女性管理職比率を高めてまいります。

⼈財育成・研修制度 ⼥性活躍

T O P I C S

　9 月 6 日、愛媛県と合同で、女性向けキャリアデザイン交流会
を実施しました。交流会は昨年に続き 2 回目で、今回は「仕事と
子育てを両立し、自分らしく働き続けるために何が必要か」をテー
マに、外部講師によるセミナーや、出産や子育てを経験した先輩
行職員 2 人による体験談の講話、グループディスカッションなど
を実施しました。

　愛媛県が打ち出した「アジア高度 IT 人材受入促進事業」を活用
し、高い IT スキルを有するネパールの高度外国人材の採用を行い
ました。AI 等の先進的な開発を担う人材となるだけでなく、他の
社員にグローバルな感覚や新しい技術に目を向けてもらう機会と
し、事業拡大につなげたいと考えています。

　武者修行出向を終えた若手・中堅行員が、出向中にどのような
業務を経験し、学びを得たかを話してもらう出向者報告会を行内
向けに開催、配信しました。当行の戦略を全行員に認識してもら
うとともに、各人の挑戦意識を高揚させることを期待しています。

　当行では、エンゲージメントの向上および物価の高騰等を鑑み、
グループ全役職員を対象に、2023 年に引き続き、2 年連続とな
るベースアップを実施しました。また、2025 年４月からは、初
任給の引上げも決定しております。今後も共に働く全ての役職員
のエンゲージメント向上を目的として、人的投資を積極的に行い、
企業価値の向上に努めてまいります。

　当行では、2024 年 7 月よりシニア社員（※）に適用する「継続
雇用規程」を改定し、再雇用者が持つ知見やスキルの伝承、後継者
育成の支援等に応じた処遇を導入しました。
　今後、シニア層（60 歳以上）の構成比が高まるなか、シニア社
員の最大限の能力発揮とモチベーション向上に繋げるために、新
たに「マイスター手当」の支給開始と賞与支給率の上限引上げを
実施しました。
※ 65 歳までの高年齢雇用確保措置の継続雇用制度により再雇用した社員

「女性キャリアデザイン交流会」を愛媛県と
合同で開催

株式会社ひめぎんソフトにおいて、
ネパールの高度外国人材を 2 年連続で採用

出向者報告会を実施 2年連続ベースアップの実施を決定

シニア社員の活躍推進に向けた制度の導入

自律的キャリア形成を促し、挑戦と成長を後押しする新制度
「ひめぎんキャリアチャレンジ制度」を制定（2024年6月1日）

　当行は、人的資本経営を今後さらに強力に推し進めるべく、人事諸制度改革を行いました。役職別に体系化した人材
育成・研修制度とは別に、行員一人ひとりが自律的にキャリアを形成していくための、チャレンジングな施策をパッケー
ジ化した新制度「ひめぎんキャリアチャレンジ制度」を制定しました。計 7 つの施策から成り、既存のチャレンジングな
施策である「戦略的出向」や「社内副業制度」のほか、新たに 5 つのチャレンジングな施策を策定しました（改定を含む）。

ひめぎん
キャリアチャレンジ

制度
7 つのチャレンジングな施策

をパッケージ化

プロフェッショナル試験制度

自身のキャリアデザインに応じて、行員一人ひ
とりが必要と判断した国家試験、資格試験等に
ついては、昇格要件試験に代替できる制度

資格取得支援制度ネクストキャリア研修

当行が定める資格取得報奨金に加え、一人ひと
りが業務上必要と判断し、銀行が認める資格の
取得に係る費用および取得後の資格取得維持費
用を負担する制度

55 歳以上を対象に、新たな役割貢献、働きがい、
学び直しへの気付きを再確認するために開催し
ていく研修

グループ内インターンシップ制度戦略的出向

当行（グループ会社含む）内の職務・ポジション
を短期間（1 週間～ 1 か月程度）就業やトレー
ニーができる制度

各省庁や、IT ベンダーなどの異業種企業への出
向者を行内募集し、知識・経験の幅を広げる出
向（20 代から経験可能）

社内副業制度ジョブチャレンジ制度

本部部署や営業店が、特定業務に関する「求人」
を出すことで、現在所属している部店以外の業
務を経験することができる制度

当行（グループ会社含む）が募集する職務・ポジ
ション等に自ら手を挙げることができる制度

【兼務形式の公募】（人事異動なし）【所属形式の公募】（人事異動あり）

：改定または新設した施策 ：既存の施策

47 48



ステークホルダーエンゲージメント
Chapter 1  愛媛銀行の価値創造 Chapter 2  中長期的な成長戦略 Chapter 3  サステナビリティ経営 Chapter 4  データ編

4 月

第 3 四半期第 1 四半期 第 4 四半期第 2 四半期
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■ 愛媛銀⾏におけるステークホルダーとの関わり

　当行は、ステークホルダーの皆さまとの建設的な対話を通じ、地域とともに持続的な発展と企業価値の向上を目指しています。 
そのために、広くお客さま、株主・投資家、従業員、地域社会・環境との間で、それぞれに適した手段を通じてコミュニケーショ
ンを深め、関係構築を推し進めていくことで、サステナビリティ経営を追求していきます。

お客さまとのエンゲージメント
お客さま本位の業務運営に関する取組⽅針
　当行の全ての役職員は、「お客さまを第一に、行員を大事にすることが繁盛のもとである」という『創業者精神』を共有し、お客
さまのために行動します。
　お客さま本位の業務運営を実践し、その取組み状況を定期的に公表することで、商品・サービスの更なる向上に取り組んでいき
ます。

高齢化社会への対応
　高齢化社会に対応した人財育成、商品・サービスの開発も重要な取組みです。たとえば、「認知症サポーター」は行員 500 名
以上（2024 年 4 月 1 日時点）が取得しており、うち行員 2 名が、「認知症キャラバン・メイト」（認知症サポーター養成講座を
開講することができる資格者）を取得し、行内で認知症サポーター研修を実施しています。また、商品面では後見制度支援預金の
取扱い、サービス面では高齢者を振込詐欺から守るための ATM システムの構築など、安心してご利用いただける銀行を目指した
取組みを行っています。

ユニバーサルサービスの追求
　当行では、あらゆるお客さまとの円滑なコミュニケーションを促進するため、窓口行員を対象とした研修を継続して行っており
ます。例えば、聴覚障がい者に対しては、全店に「筆談ボード」を備え付け、視覚障がい者に対しては、ATM での音声案内用電話
機や点字シート・誘導シート設置など、すべてのお客さまに安心してご利用いただけるような体制整備を行っています。行員には、
ユニバーサルサービスを提供する実践研修も行っています。

ひめぎん会との対話
　当行では、ふるさと愛媛のステークホルダーの皆さまとの継続的な対話を重視する観点から、愛媛県内の 9 つのエリアに

「ひめぎん会」を設け、「新春懇親会」、「経営説明会」などを定期的に開催しております。引き続き、地域のお客さまとの重要な対
話の場と位置づけ、交流を深めていきます。

 詳しくは、当⾏ホームページへ：https://www.himegin.co.jp/policy/fiduciaryduty/

愛媛銀⾏におけるステークホルダーとのエンゲージメント

商品・サービス
を通じて…

▼

健全な経営
を通じて…

▼

従業員との信頼関係
を通じて…

▼

社会・環境課題への
取組みを通じて…

▼
● 営業店
● ホームページ

● 株主総会
● 投資家説明会
● 個⼈向け経営説明会

● 経営層との意⾒交換
● 充実した各種教育・研修

● 各種イニシアチブへの賛同
● 地域活動への参加

お客さま 株主・投資家 従業員 地域社会・環境

サステナビリティ経営の深化

株主・投資家とのエンゲージメント
IR カレンダー

　株主総会では、資料を放映し、分かりやすい説明と
議事進行に努めています。投資家の皆さま向けには、
2024 年 6 月に東京にて説明会を開催しました。また、
個⼈投資家の皆さま向けには、愛媛県内外で経営説明会
を開催しており、2023 年はリアルイベントを開催（愛
媛県内 7 か所、県外 3 か所）し、各地域のステークホ
ルダーの方との交流を行うことができました。2024
年も同様にリアルイベントの開催を予定しています。

配当政策
　当行は、銀行としての公共性と健全性に鑑み、経営体
質の強化や営業基盤の拡充を図り、内部留保の充実に努
めながら、配当性向 30% 以上（単体）を目指すことを
基本方針としております。
　2024 年３月期の配当につきましては、業績等を総
合的に勘案し、年間配当を前年度比２円増配し、32（中
間配当 15 円、期末配当 17 円）としました。
　2025 年３月期の配当につきましては、基本方針に
基づき、株主の皆様のご支援にお応えするため、前年度
比１株当たり２円増配し、年間配当を 34 円（中間配当
17 円、期末配当 17 円）とする予定としております。
　なお、2026 年３月期以降につきましても、上記の
基本方針に則り適切な利益配分を行ってまいります。

【従業員とのエンゲージメント】

【地域社会・環境とのエンゲージメント】

P31-36「環境経営（環境への取組み）」、P37-44「地域共創（社会課題への取組み）」参照

愛媛県内外ステークホルダーの皆さまに…
個⼈向け経営説明会

投資家の皆さまに…
投資家説明会

1 株当たり配当金（円）と配当性向（％）の推移
■ 期末　■ 中間　● 配当性向

2021 年
3 月期

2022 年
3 月期

2023 年
3 月期

2024 年
3 月期

2025 年
3 月期
予想

15 15 15 15 17

15 15 15 17 17

23.42
21.94

23.99
27.73 29.52

7 月 10 月 1 月5 月

■ 決算発表
　（決算短信開示）

■ 定時株主総会

■ 経営説明会開催

■ 有価証券報告書提出

■ ディスクロージャー誌開示
■ 統合報告書開示 ■ 中間期ディスクロージャー誌開示

■ 第1四半期報告書提出 ■ 第2 四半期報告書提出 ■ 第3 四半期報告書提出

■ 第1四半期決算短信開示 ■ 第2 四半期決算発表
 　（第2四半期決算短信開示）

■ 第3四半期決算短信開示

8 月 11 月 2 月6 月 9 月 12 月 3 月

株主総会、投資家説明会、個⼈向け経営説明会の開催

すべての従業員が一つの目標に向かっていけるような、活力ある職場づくりを目指します。

ふるさと愛媛の未来のために、地域経済の再起動や環境への取組みに注力していきます。

■ 機関投資家向け決算説明会

49 50





コーポレート・ガバナンス
Chapter 1  愛媛銀行の価値創造 Chapter 2  中長期的な成長戦略 Chapter 3  サステナビリティ経営 Chapter 4  データ編

■ 社外取締役の独立性基準

■ 役員報酬

　取締役会は、以下の事項に該当しない場合、当該社外役員に独立性が保たれていると判断する。なお、形式的に以下の事項に該
当する場合でも、独立役員に適すると考える理由を対外的に説明することを条件に、当該社外役員に独立性が保たれていると判断
する。 

１．当行または当行グループ会社（親会社、子会社および関連会社、以下同じ。）の業務執行者（会社の業務執行取締役、執行役、
支配人その他の使用人、その他法人並びに団体の業務を執行する役員、理事、使用人およびこれらに類する者として業務を執
行する者、以下同じ。）である者およびその就任の前 10 年以内において業務執行者であった者

２．当行または当行グループ会社を主要な取引先（主要とは、当行からの借入が最も多く、かつ、債務者区分が要管理先以下である
など資金調達に関して当行に代替性がない程度に依存していること）とする者またはその業務執行者

３．当行グループの主要な取引先（当行グループの経常収益の 2％超の取引）またはその業務執行者
４．当行グループから一定額（過去３事業年度の平均で年商 1,000 万円または当該団体の総収入の２％のいずれか大きい方の金

額）を超える報酬を得ている者（弁護士、公認会計士もしくは税理士その他のコンサルタント）または当該団体に所属する者
５．当行グループから一定額（過去３事業年度の平均で年商 1,000 万円または当該団体の総収入の２％のいずれか大きい方の金額）

を超える寄付金を得ている団体の業務執行者
６．その就任前の前５年以内において上記２. から５. に掲げる者に該当していた者
７．下記に掲げる者の配偶者または２親等以内の親族および生計を一にする者

（1）当行または当行グループ会社の重要な業務執行者（業務執行取締役、執行役員、部長およびこれらに類する重要な業務を
      執行する者、以下同じ。）

（2）上記２. から５. に掲げる者のうち重要な業務執行にあたる者

　当行は、代表取締役及び取締役の指名、報酬を決定する際に、取締役会に答申する機関としてガバナンス委員会を設置しており
ます。なお、委員会は、社外の委員の割合が過半数を占める体制を構築しています。
　取締役の報酬等については、ガバナンス委員会の答申を尊重しながら「監督としての責務」及び「執行としての会社の業績」の
両面から行い、経済・社会情勢を踏まえ、適正性を考慮し株主総会で決定した範囲内で、個別要件を加味して内規に基づき取締役
会で決定しています。 また監査役の報酬は「監督としての責務」のみで構成しています。

社外取締役比率
（2024 年 6月現在）

独立社外取締役比率
（2024 年 6月現在）

11 名中 4 名

36.4％
（うち女性 2 名）

4 名中 4 名

100％

ガバナンス委員会

コンプライアンス委員会

リスク管理委員会

AML／CFT 対策委員会

ALM 委員会

サステナビリティ委員会

　中長期的な企業価値向上を実現するために、コーポレート・ガバナンスの高度化と取締役等の指名・報酬等に関する手続きの公
正性・客観性を高めることを目的とした、取締役会の諮問機関です。委員の過半数は社外役員で構成されています。

　コンプライアンスの重要性を認識し、コンプライアンス態勢の確立を図ることを目的としています。頭取を委員長として原則月
1 回開催し、コンプライアンスに係る問題点等について検討・協議を行っています。また、各部、営業店においては、「コンプラ
イアンス責任者・コンプライアンス担当者」を配置し、コンプライアンスの徹底に努めています。

　銀行業務で発生する各種リスクを正しく認識・把握し、かつ適切な管理を行うことにより、経営の健全性確保と安定した経営基
盤の確立を図ることを目的としています。リスク管理統括責任者を委員長として原則月 1 回開催し、各種リスクに関する対応方針、
対応策の検討・協議を行っています。

　マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下、これらの行為を合わせて「マネロン等」という。）対策の重要性を認識し、そ
の対応状況を一元的に把握・分析・評価し、マネロン等対策に係る問題点等について検討・協議を行うことを目的とし、マネロン
等統括責任者を委員長として、毎月 1 回以上開催しています。

　市場関連リスクについて、分析、検討することを目的としています。代表権を有する役員を委員長として適宜開催し、分析、検
討を行い、常務会に対する提言を行っています。

　サステナビリティ方針に基づくサステナビリティ経営の実践を目的としています。サステナビリティ担当役員を委員長として、
原則３か月に１回開催し、６か月毎に常務会、取締役会に提言しています。

■ 取締役会・監査役会の実効性の確保
　当行は、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすために、当行の事業や財務会計に関する知識と専門性を有し、高い道徳性
と倫理観をもつ者を取締役候補及び監査役候補としています。社外取締役及び社外監査役については、法令で定められた基準と人
数を満たしておりますが、独立性と知識、経験、能力など多様な知見や経歴などについて十分配慮して人選をしています。また、
取締役が選任される場合に、他の役員との関係において、取締役会におけるメンバーの知識・経験・専門能力に特段の偏りがない
よう選任しています。
　当行は、取締役会の規模・構成・運営方法・審議状況・支援体制等、取締役会及び監査役会がその役割・責務を実効的に果たす
上で重要と考えられる事項について、取締役及び監査役がそれぞれ運用の評価を行い、取締役会及び監査役会の実効性について分
析・評価をしています。その内容は以下のとおりです。

 　● 取締役会・監査役会の規模、構成は適切である。
 　● 運営方法、審議状況は適切で社外取締役・社外監査役の意見も活発に行われている。
 　● 取締役、監査役に対する支援体制に問題はない。

KPI コーポレート・ガバナンス関連の主な指標（2024 年 6 月現在）
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役員紹介
Chapter 1  愛媛銀行の価値創造 Chapter 2  中長期的な成長戦略 Chapter 3  サステナビリティ経営 Chapter 4  データ編

取締役

社外取締役

監査役 執行役員

常勤監査役（社外）
小網　強史  Tsuyoshi Koami

在任期間：5 年 在任期間：3 年 在任期間：2 年

在任期間：5 年 在任期間：3 年
重要な兼職：
近藤物産株式会社 代表取締役社長
五色そうめん株式会社 取締役（非常勤）

重要な兼職：
田所法律事務所　所長

在任期間：1 年
重要な兼職：
大一ガス株式会社　代表取締役会長
タイヨー商事株式会社　代表取締役社長
株式会社グリーンエネルギー九州　代表取締役
丸和食品株式会社　取締役

常務取締役
矢野　紀行  Toshiyuki Yano

取締役（社外）
田所　知佳  Chika Tadokoro

取締役（社外）
稲葉　隆一  Ryuichi Inaba

常務執行役員
三宅　和彦  Kazuhiko Miyake

常務執行役員
井上　和弘  Kazuhiro Inoue

常務執行役員
渡辺　　修  Osamu Watanabe

常務執行役員
松井　宏治  Koji Matsui

常務執行役員
品部雄二郎  Yujiro Shinabe

常務執行役員
向井　正知  Masanori Mukai

執行役員
中村　哲也  Tetsuya Nakamura

執行役員
田中　浩彦  Haruhiko Tanaka

執行役員
白石　和史  Kazuhito Shiraishi

執行役員
渡邉　義人  Yoshito Watanabe

執行役員
月岡　　純  Jun Tsukioka

執行役員
佐々木哲也  Tetsuya Sasaki

執行役員
河合　秀司  Shuji Kawai

執行役員
永易　武司  Takeshi Nagayasu

代表取締役頭取
西川　義教  Yoshinori Nishikawa

取締役（社外）
真鍋　正臣  Masatomi Manabe

常勤監査役
安部　和彦  Kazuhiko Abe

常勤監査役
酒井　良平  Ryohei Sakai

常務取締役
秋廣　伸二  Shinji Akihiro

専務取締役
松木　久和  Hisakazu Matsuki

専務取締役（代表取締役）
豊田　将光  Masamitsu Toyoda

取締役（社外）
近藤　千登世  Chitose Kondo

監査役（社外）
片山　雅央  Masao Katayama

常務取締役
秋山　剛克  Yoshikatsu Akiyama

常務取締役
仲本　範之  Noriyuki Nakamoto

新任

独立 独立 独立 独立

社外 社外

新任

新任
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コンプライアンス
Chapter 1  愛媛銀行の価値創造 Chapter 2  中長期的な成長戦略 Chapter 3  サステナビリティ経営 Chapter 4  データ編

状況報告

助言・
チェック

■ マネー • ローンダリング及びテロ資⾦供与対策、⾦融犯罪防止の取組み■ コンプライアンスに関する諸施策

■ 愛媛銀行　行動規範

■ 内部通報制度

■ 特殊詐欺未然防止体制

■ 反社会的勢力への対応に係る基本方針

　当行では、AML ／ CFT 対策委員会を定期的に開催し、⾦融庁から公表された「マネー • ローンダリング及びテロ資⾦供与対
策に関するガイドライン」に基づき、国家公安委員会の公表する犯罪収益移転危険度調査書や FATF 声明等を参考に、多様化す
るマネー • ローンダリング及びテロ資⾦供与対策に向けたリスク管理態勢の高度化に努めています。
　また当行では、取引モニタリングシステムを活用し、ATM 入出⾦等の取引情報とお客さまの情報を連携させることにより、口
座の不正利用等を検知し、「振り込め詐欺」や「還付⾦詐欺」等の未然防止、被害の拡大防止に努めております。

　コンプライアンスの具体的な手引書「コンプライアンス • マニュアル」及び行動指針「ひめぎん行員としての行動規範」を制定
し、研修等を通じて、コンプライアンスに関する知識の習得及び意識の向上に努めております。また、コンプライアンスの実践計
画「コンプライアンス • プログラム」を策定し、コンプライアンス態勢の充実 • 強化に取り組み、進捗状況をコンプライアンス委
員会、取締役会に報告し実効性を検証しています。更に、頭取はじめ経営陣が会議、研修、臨店などあらゆる機会を捉えて、職員
のコンプライアンスマインドの向上に努めています。
　また、重要な事項については、別途方針を定め、組織的に法令等遵守に努めています。

1. 銀行の持つ社会的責任と公共的使命の重みを常に認識し、健全な業務運営を通じて揺るぎない信頼の確立を図ります。
2. 経済活動を支えるインフラとしての機能はもとより、創意と工夫を活かした質の高い金融サービスの提供を通じて、内外の経済・
    社会の発展に貢献します。
3. あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない、誠実かつ公正な企業活動を遂行します。
4. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決します。
5. 日々刻々と変化する国際情勢等に応じたマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に取り組み、世界秩序の維持に寄与し
    ます。
6. 経営情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、広く社会とのコミュニケーションを図ります。

　役職員による違法行為を未然に防止し、早期に発見するため、行内のリスク管理部、行外の弁護士事務所及び監査役を「企業倫
理ホットライン」の窓口としています。また、通報者を保護する仕組みを整備しています。

　行内では、特殊詐欺未然防止に貢献した行員の表彰や、警察から表彰を受けた模様を行内で発信するなどして、お客さまの財産
を守る最後の砦としての自覚を持てるよう啓発を行っています。2023 年度は、未然防止に貢献したことで、警察から 13 件の
表彰を受けました。
　また、お客さまを特殊詐欺被害から守るため、システム面の対策も行っております。愛媛県警と連携し、当行キャッシュコーナー
における不審な動きを検知する仕組みを導入しているほか、現⾦出⾦並びに振込みの限度額を段階的に引下げしています。

　当行は、反社会的勢力との関係遮断が、企業倫理の確立に資するための最重要課題であるとの認識に立ち、反社会的勢力への対
応に係る基本方針を定め、関係遮断に努めています。

1. 反社会的勢力に対しては、組織的に対応し、対応する役職員の安全を確保します。
2. 反社会的勢力との取引防止や関係遮断、不当要求排除にあたっては、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の
　 外部専門機関と連携して対応します。
3. 反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求は拒絶します。
4. 反社会的勢力による不当要求に対しては、法的措置も辞さず、断固たる態度で対応します。
5. 反社会的勢力に対する裏取引や不適切な便宜供与及び資金提供は行いません。

コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、内部管理態勢の充実・強化に取り組んでいます。

報告

本部各部
営業店
子会社

リスク管理部
お客様相談所

リスク管理部
コンプライアンス G

監査部

各部・店・社に

コンプライアンス
責任者（部店長）
コンプライアンス

担当者（役席）コンプライアンス・
ワーキングチーム

コンプライアンス
委員会監査役会

常務会取締役会

外部専門家
（弁護士・監査法人等）

相談・報告

相談・報告

指示・
アドバイス

教育・指導・
チェック・
指示・回答

検討・報告

監査実施

連絡 報告

監査報告

監査報告

報告・助言・チェック

状況報告

助言・チェック

チェック
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愛媛銀行は、創業以来、100 年を超える長きにわたり、一貫して「無尽」の精神を忘れることなく、
地域の皆さまに寄り添い、地域の皆さまにとってかけがえのない銀行を目指して歩み続けています。

愛媛銀行の歩み
Chapter 1  愛媛銀行の価値創造 Chapter 2  中長期的な成長戦略 Chapter 3  サステナビリティ経営 Chapter 4  データ編

1960 1980 2000 2020

1915

1943年

1953 年
内国為替業務開始

愛媛県内の無尽会社 5 社が
合併し愛媛無尽株式会社を
設立

1951年 相互銀行に転換、
愛媛相互銀行となる

1973 年
愛媛県指定代理金融機関となる

1975 年
外国為替公認銀行となる

1977 年
東京事務所開設

1971年 大阪証券取引所市場第二部へ上場
翌年、同第一部へ指定替え

1983 年
財団法人愛媛（相互）銀行　ふるさと振興基金設立

1994 年
海外投資貿易相談所の設置

1985年

1989年

東京証券取引所市場第一部へ上場

普通銀行に転換、愛媛銀行となる

2000 年
北温信用組合と合併

2006 年
関連会社「えひめガイヤファンド
投資事業有限責任組合」設立

2007 年
日本格付研究所（JCR）における
格付けが「A －」に引き上げ

2009 年
中小企業庁「地域力連携拠点」と
して選定

2013 年
関連会社「えひめガイヤ成長産業化支援
ファンド投資事業有限責任組合」「投資事
業有限責任組合えひめベンチャーファンド
2013」設立

2014 年
「えひめアグリファンド投資事業有限責任
組合」設立

「地域金融機関等に対する低炭素化プロ
ジェクトの専門派遣事業」に採択

2015 年 創業100周年記念式典

2017 年
愛媛県と地方創生に関する
包括連携協定の締結、愛媛
県内20市町との連携協定
締結が完了

2018 年
「えひめ地域活性化投資事業
有限責任組合」設立

2019 年
執行役員制度導入

2020 年 山口フィナンシャルグループと
「西瀬戸パートナーシップ協定」
の締結

「えひめ一次産業応援投資事業
有限責任組合」設立

2021年 TCFD への賛同表明
（株）西瀬戸マリンパートナーズ設立
（株）フレンドシップえひめ設立

2022 年 東京証券取引所プライム市場へ
移行

2024 年
第 18 次中期経営計画スタート

1946 年　南海大地震が発生

1964 年　東予地方が新産業都市に指定
1964 年　東京オリンピック

1985 年　プラザ合意
1985 年　四国初の高速道路として松山自動車道の
　　　　　三島川之江 IC - 土居 IC が開通

1988 年　瀬戸大橋開通
1991 年　バブル崩壊
1999 年　西瀬戸自動車道が全面開通
　　　　　（島部の一部は未開通）

2000 年　松山市が中核市に昇格
2005 年　ペイオフ全面解禁
2006 年　西瀬戸自動車道の一部未開通部分が
　　　　　完成し、1 本の道路としてつながる

2008 年　リーマンショック
2013 年　日本銀行が「量的・質的金融緩和」導入

1970 年　日本万国博覧会
1973 年　第一次オイルショック
1979 年　第二次オイルショック

1945 年　終戦
1941 年　太平洋戦争
1929 年　世界恐慌

2016 年　日本銀行がマイナス金利政策導入

2017 年　第 72 回国民体育大会 愛顔（えがお）
　　　　　つなぐえひめ国体開催
2020 年　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
　　　　　の世界的流行
2021 年　東京オリンピック
2022 年　ロシアによるウクライナ侵攻
2024 年　マイナス金利政策解除

社会の動き

■ 預金　■ 貸出金

1957 年
総預金量

100億円達成

1966 年
総預金量

500億円達成

1969 年
総預金量

1,000億円達成

1974 年
総預金量

3,000億円達成

1978 年
総預金量

5,000億円達成

1987 年
総預金量

1兆円達成

2012 年
総預金量

2 兆円達成

2024 年
総預金量

2 兆 6,507 億円

貸出金
1 兆 9,424 億円

創業

1915 年 9 月
東豫無尽蓄積株式会社設立
無尽業法の成立を受け、愛媛県内最初の
無尽会社である「東豫無尽蓄積株式会社」
が西条市で設立されました。

目指す姿

お客さまに
寄り添い

地域の発展に
貢献する
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今治市

新居浜市
四国中央市

松山市

八幡浜市
宇和島市など

271271 万円万円

1 ⼈当たり県⺠所得

271 万円
（2019年度）

133133 万⼈万⼈

県内⼈⼝

133 万⼈
（四国 1 位／ 2020年 国勢調査）

約約 7.37.3 万か所万か所

事業所数

約 7.3 万か所
（四国 1 位／ 2019 年6⽉）

55 兆兆 773773 億億円円

県内総⽣産（実質）

5 兆 773 億円
（四国 1 位／ 2019年度）

愛媛県は、四国 4 県随⼀の⼯業県であり、加えて農業や漁業を育む豊かな⾃然や、松山城、
道後温泉をはじめとした観光資源などにも恵まれた、成⻑ポテンシャルの⾼い地域です。

観光業：道後温泉・松⼭城

造船業

紙パルプ⼯業

⼀次産業：かんきつ・海⾯養殖業

〈数字で⾒る愛媛県 ①〉

〈数字で⾒る愛媛県 ②〉
愛媛県の主な全国 1 位⽣産品⽬
タオル（ハンカチーフを除く）

279 億円／58.8%
祝儀⽤品（⽔引・⾦封等）

66 億円／53.1%
いよかん

2 万 3,467トン／92.0%
真鯛の養殖量

3 万 7,751トン／54.4%

当行の取引先数、預⾦、貸出⾦の約 8 割は
愛媛県内が占めています。

愛媛県内
取引先数

80.9％

愛媛県内
預金等

79.6％

愛媛県内
貸出⾦

77.3％

愛媛県は、3 つの地域ごとに特徴豊かな産業構造を有しています。

東予地域

中予地域

南予地域

• 今治市
• 新居浜市
• ⻄条市
• 四国中央市
• 上島町

• 松⼭市
• 伊予市
• 東温市
• 松前町
• 砥部町
• 久万⾼原町

• 宇和島市
• ⼤洲市
• ⻄予市
• ⼋幡浜市
• 愛南町
• 内⼦町
• 伊⽅町
• ⻤北町
• 松野町

製造出荷額が県全体の 8 割近くを占める⼯業地域
　四国中央市及びその周辺では、紙関連産業が発達しており、紙パルプはもちろんのこと、
紙を原材料として衛生用品や⽔引などを作る紙加工業、製紙用機器を生産する機械製造業な
どが数多く立地しています。新居浜市・西条市には、別⼦銅山を起源とする非鉄金属業や、
それに関連した化学・一般機械関連の企業などが集積しています。今治市では、海運や造船
関連、電気機械、タオルやアパレルを中心とした衣服・繊維関連などの企業が数多く立地し
ています。第二次産業、特に製造業が多い地域ですが、風光明媚なサイクリングの聖地であ
る瀬戸内しまなみ海道など、観光資源も豊かな地域です。

愛媛県の産業・観光・⽂化などの中心地域
　愛媛県の中央部に位置し、県庁所在地である松山市を中心とした都市部には、県内随一の
商業地域に加え、医療、教育、文化施設が集積しており、第三次産業が盛んです。道後温泉
や松山城など、歴史や文学にまつわる観光地が多数あるほか、石鎚山、四国カルスト、面河
渓などの豊かな自然にも恵まれています。製造業についても、ボイラーや農業機械などの一
般機械や金属加工、鰹だしなどの食品メーカーが数多くあります。また、臨海部には大手の
繊維・化学合成品の工場が立地しています。

豊かな⾃然に恵まれた、多彩な農林⽔産地域
　愛媛県は、いよかんなど、生産量が日本一のかんきつが多数あり、中晩柑類の生産量が日
本一です。南予地域は、その主力地域であり、果樹栽培が盛んな地域です。また、宇和海で
は養殖業が盛んで、マダイや真珠の生産量も全国トップクラスであり、豊かな⽔産資源を活
用した⽔産加工業を営む企業が立地しています。また、愛媛県の特産品であるじゃこ天、蒲
鉾などの魚肉練製品を生産する製造業者が立地するほか、バイオテクノロジーを駆使し調味
料などを生産する食品業や衛生材料の製造業者など、独自の分野で高い企画・開発力を持っ
た企業が立地しています。

Topics 日本最大の海事産業が集積する「今治市」

歴史と地形が育んできた海事産業都市
　今治地域に日本最大の海事産業（海運業・造船業・舶用工業）が集
積した背景には、中世の村上水軍の活躍や交通の要衝とし栄えてき
た歴史とともに、多数の島々と複雑に入り組んだ港に適した地形が
あります。「愛媛船主」と呼ばれる外航船主の集積は、香港・ギリシャ・
北欧と並び世界 4 大船主と言われています。

世界でも類を見ない海事産業集積エリア
　今治地域には、船を「使う者」（海運業）と船を「造る者」（造船業・
舶用工業）が同じ地域に同居し、互いに影響しあう良好な環境が古
くから築きあげられています。こうした海事産業の集積は、世界的
にも例がないと言われています。現在、海事産業で働く人は約 1 万
人を超えると言われており、巨大な雇用を生み出し、地域経済の活
性化・発展に大きく貢献しています。

日本全体の約 3 割を超える船舶が今治で建造
　今治市には 14 の造船所があり、2020 年の新造船の竣工量は約 90 隻で、国
内シェアの約 18％を占めています。今治市内に本社のある造船所グループ全体
では、国内で建造される船舶の 35％を占めており、今治市の造船企業は名実と
もに業界を牽引しています。また、外航海運会社は約 70 社あり、その船主が実
質的に所有・支配する外航船は日本全体の約 30％を占めています。

化学・機械⼯業

私たちのふるさと基盤
Chapter 1  愛媛銀行の価値創造 Chapter 2  中長期的な成長戦略 Chapter 3  サステナビリティ経営 Chapter 4  データ編

出所：「平成30年度国⺠経済計算年次推計」（内閣府）、
　　　令和元年経済センサス - 基礎調査、愛媛県
　　　ウェブサイト
　　　令和2年（2020 年）国勢調査 出所：経済産業省、農林⽔産省統計情報より
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（         ）

当期純利益 愛媛県内取引先比率

金融教育受講者数

寄付型私募債の受託GHG 排出量

顧客 DX サポート件数

SDGs 経営立ち上げ
支援サービス

支援先数

被保険者（公財）愛媛銀行ふるさと振興基金

ひめぎん CSR 倶楽部

人間ドック受診率

創業支援先数

地域の文化活動の振興

総預金

自己資本比率

コア業務粗利益

貸出金

開示債権比率

OHR

預り資産

格付

2021年度

2021年度

2021年度

2021年度

2021年度

2021年度

2021年度

2022年度 2023 年度

2022年度 2023 年度

2022年度 2023 年度

2022年度 2023 年度

2022年度 2023 年度

2022年度 2023 年度

2022年度 2023 年度

5,339

25,803

29,944

18,370 1,825

68.10
4,886 4,509

26,251 26,507

29,669 27,309

19,275 19,424 1,958
2,052

69.10

76.00
（百万円）

（億円）

（百万円）

（億円）
（億円）

（％）

2021年度 2022年度 2023 年度

7.80 1.737.73 7.77 1.74
1.98

（％）

（％）

（2024 年 3月末時点）

（2023 年度）

2013 年度比
▲ 57.8％ （2024 年3 月までの累計）

（2023 年度実績）（2024 年 3 月までの累計）

（2023 年度実績）

（取扱開始から2024年3月までの累計）

※ 4月1日付で30歳以上、5 年毎

節目対象者※

（2023 年度実績）

財務ハイライト（単体） 非財務ハイライト

Chapter 1  愛媛銀行の価値創造 Chapter 2  中長期的な成長戦略 Chapter 3  サステナビリティ経営 Chapter 4  データ編

292 件

104件

100億4,000万円

64.1％（グループ全体）

 98.6％（当行単体）

239先1億479万円

156 先4,478万円

45億円 80.9％

4,300名超

3,437t

95先

883件
2兆6,507億円 1兆 9,424億円

273億円 76.0％

2,052億円

A-
（日本格付研究所）

7.77％ 1.98％

※OHR：営業経費÷コア業務粗利益
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愛媛銀行の概要
Chapter 1  愛媛銀行の価値創造 Chapter 2  中長期的な成長戦略 Chapter 3  サステナビリティ経営 Chapter 4  データ編

氏名又は名称

—

—

—

3,129

1,960

1,812

1,425

1,000

750

7.96

4.99

4.61

3.62

2.54

1.91

599 1.52

500 1.27

430 1.09

12,066 30.71

28

110,181

28.02

26

5,495

1.39

859

145,285

36.95

91

34,895

8.87

3

20

0.00

5,412

97,261

24.73

6,419

393,137

100.00

─

113,077

─

株主数（人）

所有株式数（単元）

所有株式数の割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

株式会社日本カストディ銀行（信託口）

株式会社日本カストディ銀行（信託口 4）

愛媛銀行行員持株会

美須賀海運株式会社

大王製紙株式会社

今治造船株式会

住友生命保険相互会社

東京紙パルプ交易株式会社

株式会社大和証券グループ本社

東京都港区赤坂１丁目 8-1 赤坂インターシティ AIR

東京都中央区晴海 1 丁目 8-12

東京都中央区晴海 1 丁目 8-12

愛媛県松山市勝山町 2 丁目 1

東京都千代田区富士見 2 丁目 2-5

愛媛県四国中央市三島紙屋町 2-60

東京都中央区八重洲２丁目２－１
東京ミッドタウン八重洲　八重洲セントラルタワー

東京都中央区京橋３丁目 14-6

東京都千代田区丸の内１丁目 9-1

愛媛県今治市小浦町１丁目 4-52

プロフィール（2024 年 3 月 31 日現在）

所有者別状況（2024 年 3 月 31 日現在）

大株主の状況（2024 年 3 月 31 日現在）

子会社情報（2024 年 3 月 31 日現在）

名称
所在地
創業
資本金
預金等
貸出金
店舗数
行員数

■ 連結子会社：5 社
ひめぎんビジネスサービス株式会社
株式会社ひめぎんソフト
ひめぎんリース株式会社
株式会社愛媛ジェーシービー
株式会社西瀬戸マリンパートナーズ

■ 持分法適用の非連結子会社：9 社
えひめガイヤ成長産業化支援ファンド投資事業有限責任組合
投資事業有限責任組合えひめベンチャーファンド 2013
えひめアグリファンド投資事業有限責任組合
えひめ一次産業応援投資事業有限責任組合
せとうち SDGs 投資事業有限責任組合
合同会社コラボローン西瀬戸 1
合同会社コラボローン西瀬戸 2
合同会社コラボローン西瀬戸 3
合同会社コラボローン西瀬戸 4 

■ 持分法非適用の非連結子会社：1 社
株式会社フレンドシップえひめ

株式会社 愛媛銀行（The Ehime Bank, Ltd. ）
愛媛県松山市勝山町 2 丁目 1 番地
大正 4（1915）年
213 億 67 百万円
2 兆 6,507 億円
1 兆 9,424 億円
110 店舗（本支店 98、出張所 12）
1,248 名

▲本社社屋と研修所

株式の状況（1 単元の株式数 100 株）

政府及び
地方公共団体 金融機関 金融商品

取引業者
その他の

法人
外国法人等

個人以外 個人
個人その他 計

単元未満
株式の状況

（株）

（注） 1. 自己株式 146,545 株は「個人その他」に 1,465 単元、「単元未満株式の状況」に 45 株含まれております。なお、自己株式 146,545 株は、2024 年３月 31 日
          現在の実質的な所有株式数であります。
       2. 「その他の法人」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が２単元含まれております。

（注）１. 上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりです。
株式会社日本カストディ銀行（信託口、信託口 4）　　　   3,772 千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　　　　3,129 千株

       2. 三井住友信託銀行株式会社他２社から2023 年６月６日付で大量保有報告書（報告義務発生 2023 年５月 31 日）により以下の株式を所有している旨の報告を受けて
おりますが、当行としては 2024 年３月 31 日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しており
ます。なお、その大量保有報告書の主な内容は以下のとおりです。

区分

氏名又は名称 発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

所有株式数
（千株）住所

計

458 1.16

338
2,600

369

0.86
6.60
0.94

三井住友信託株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
日興アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目４－１
東京都港区芝公園一丁目１－１
東京都港区赤坂九丁目７－１

株券等保有割合（％）保有株券等の数（千株）住所

69 70




